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の
説
明
、個
別
相
談
会

※
個
別
相
談
会
は
希
望
者
の
み

30
人（
先
着
順
）

無
料10

月
２
日（
水
）

※
申
込
方
法
な
ど
、詳
し
く
は
宮

城
県
信
用
保
証
協
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

宮
城
県
信
用
保
証

協
会
経
営
支
援
部
経
営
支
援
課

☎
０
２
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２
２
５
）５
２
３
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全
国
の
登
記
所（
法
務
局
）で
、

▼
９
月
12
日（
木
）

午
前
９
時
45
分
〜
11
時
＝
白
鳥
ゆ

め
っ
子
園
▼
９
月
13
日（
金
）午
前

９
時
45
分
〜
11
時
＝
白
鳥
水
の
里

こ
ど
も
園

※
希
望
者
は
３
日
前
ま
で
に
電
話

で
申
し
込
み
く
だ
さ
い

１
〜
３
歳
未
満
児

運
動
会
ご
っ
こ

▼
白
鳥
ゆ
め
っ
子
園

☎
０
２
２
０（
２
２
）１
１
０
８

▼
白
鳥
水
の
里
こ
ど
も
園

☎
０
２
２
０（
２
３
）９
８
１
１

　

事
業
所
や
自
主
防
災
組
織
な
ど

で
、普
通
救
命
講
習（
心
肺
蘇
生

法
、Ａ
Ｅ
Ｄ
使
用
方
法
、止
血
法
な

ど
）の
指
導
を
す
る
た
め
に
必
要

な
知
識
や
技
術
を
学
べ
ま
す
。

９
月
11
日（
水
）〜
13
日

（
金
）午
前
８
時
45
分
〜
午
後
５
時

※
全
日
程
を
受
講
し
な
い
と
認
定

さ
れ
ま
せ
ん

消
防
防
災
セ
ン
タ
ー

30
人
程
度

無
料

※
別
途
テ
キ
ス
ト
代
４
９
３
７
円

が
か
か
り
ま
す

消
防
署
、各
出
張
所

に
あ
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、９
月
４
日（
水
）ま
で
申
し

込
み
く
だ
さ
い

▼
消
防
本
部
警
防
課（
救
急
救
助

係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）１
９
０
１

▼
消
防
署
救
急
係

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
１
１
９

12
月
１
日（
日
）午
前
７
時

〜
正
午（
雨
天
決
行
）

登
米
総
合
体
育
館（
と
よ

ま
蔵
ジ
ア
ム
）▼

走
路
員
＝
マ
ラ
ソ

登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。

ン
コ
ー
ス
の
交
差
点
で
選
手
な
ど

の
誘
導
▼
給
水
係
＝
給
水
ポ
イ
ン

ト
で
選
手
用
の
水
な
ど
の
準
備
▼

完
走
証
配
布
係
＝
完
走
し
た
選
手

に
完
走
証
を
配
布

18
歳
以
上

９
月
30
日（
月
）カ

ッ

パ
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
事
務
局

（
と
よ
ま
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
蔵
っ

こ
）

☎
０
２
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５
３
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１
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９
月
15
日（
日
）午
前
９
時

〜
正
午

消
防
防
災
セ
ン
タ
ー

30
人（
先
着
順
）

９
月
９
日（
月
）

消
防
署
、各
出
張
所

へ
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い

※
再
講
習
者
も
募
集
し
て
い
ま
す

消
防
署
救
急
係

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
１
１
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県
は
、防
災
に
関
す
る
知
識
や

技
能
習
得
の
推
進
と
、地
域
の
防

災
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
自
覚
を
高

め
る
た
め
、防
災
指
導
員
を
認
定

し
て
い
ま
す
。自
主
防
災
組
織
の

活
性
化
と
、さ
ら
な
る
防
災
力
の

向
上
を
目
的
に
、防
災
指
導
員
の

講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

10
月
12
日（
土
）午
前
９
時

〜
午
後
３
時
40
分

消
防
防
災
セ
ン
タ
ー

50
人
程
度

宮
城
県
防
災
指
導
員
認

定
者

無
料８

月
26
日（
月
）〜
９

月
13
日（
金
）

総
務

部
防
災
課（
防
災
危
機
対
策
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
１
３
０

※
県
内
各
市
町
で
も
、受
講
者
を

募
集
し
て
い
ま
す
。詳
し
く
は
、県

総
務
部
危
機
対
策
課
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

10
月
９
日（
水
）午
後
１
時

30
分
〜
３
時
30
分

市
役
所
迫
庁
舎（
２
階
大

会
議
室
）

事
業
を
営
ん
で
い
る
人

❶
経
営
セ
ミ
ナ
ー
❷
事
業

承
継
セ
ミ
ナ
ー
、信
用
保
証
制
度

☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

　

平
成
31
年
４
月
か
ら
出
産
前
後

期
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除

さ
れ
る
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
に
出

産
を
し
た
人
が
対
象
で
、
出
産
予

定
日
ま
た
は
出
産
日
の
月
の
前
月

か
ら
４
カ
月
間
の
国
民
年
金
保
険

料
が
免
除
に
な
り
ま
す
。
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出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら

届
出
で
き
ま
す
の
で
、
お
早
め
の

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

届
出
用
紙
は
、
日
本
年
金
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
る
ほ
か
、
各
総
合
支
所
市

民
課
ま
た
は
年
金
事
務
所
に
備
え

付
け
て
あ
り
ま
す
。

▼
古
川
年
金
事
務
所
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２
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▼
市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
年

金
医
療
係
）
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法
定
相
続
人
を
登
記
官
が
証
明
す

る「
法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
」を

取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

で
、各
種
相
続
手
続
き
で
戸
籍
謄

本
を
何
度
も
取
得
す
る
必
要
が
な

く
な
り
ま
す
。手
数
料
も
無
料
で
、

複
数
あ
る
相
続
手
続
き
が
同
時
に

進
め
ら
れ
る
た
め
、と
て
も
便
利

で
お
得
な
制
度
で
す
の
で
、ぜ
ひ

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
法
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

仙
台
法
務
局
登
米

支
局

☎
０
２
２
０（
５
２
）２
０
７
０

下田中53番地8


